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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第１区分
【発行日】平成25年6月20日(2013.6.20)

【公表番号】特表2012-527218(P2012-527218A)
【公表日】平成24年11月8日(2012.11.8)
【年通号数】公開・登録公報2012-046
【出願番号】特願2012-511093(P2012-511093)
【国際特許分類】
   Ｃ１２Ｎ   1/20     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  39/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   9/12     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   9/72     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  31/04     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  37/04     (2006.01)
   Ｃ１２Ｎ  15/01     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ１２Ｎ   1/20    　　　Ｅ
   Ａ６１Ｋ  39/00    　　　Ｊ
   Ａ６１Ｋ   9/12    　　　　
   Ａ６１Ｋ   9/72    　　　　
   Ａ６１Ｐ  31/04    　　　　
   Ａ６１Ｐ  37/04    　　　　
   Ｃ１２Ｎ  15/00    　　　Ｘ

【手続補正書】
【提出日】平成25年4月25日(2013.4.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表１に列挙されている遺伝子のうちの少なくとも１つにおいて変異を含むＭｙｃｏｐｌ
ａｓｍａ　ｈｙｏｐｎｅｕｍｏｎｉａｅワクチン株。
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【表１】
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【表２】
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【表３】

【請求項２】
　温度感受性でありかつ弱毒化されている、Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ
ｓ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ（オーストラリア）に受入番号ＮＭ０４／４１２５９で寄託され
たＭｙｃｏｐｌａｓｍａ　ｈｙｏｐｎｅｕｍｏｎｉａｅワクチン株。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の株を製造する方法であって、Ｍｙｃｏｐｌａｓｍａ　
ｈｙｏｐｎｅｕｍｏｎｉａｅの適切な出発株を化学的変異生成にかける工程と、連続的な
インビトロでの継代後に生存可能であり続ける温度感受性変異体を選択する工程と、を含
む方法。
【請求項４】
　前記出発株は、Ｍｙｃｏｐｌａｓｍａ　ｈｙｏｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ株ＬＫＲ　Ｐ３で
ある、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　ワクチン組成物であって、請求項１もしくは請求項２に記載のＭｙｃｏｐｌａｓｍａ　
ｈｙｏｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ株、または請求項３に記載の方法によって調製されたＭｙｃ
ｏｐｌａｓｍａ　ｈｙｏｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ株と、担体と、任意に佐剤と，および／ま
たは任意に少なくとも１つの付加的な感染病原体とを含み、免疫量の前記ワクチンは、Ｍ
ｙｃｏｐｌａｓｍａ　ｈｙｏｐｎｅｕｍｏｎｉａｅによって引き起こされる疾患に対する
防御免疫を誘発することができる、ワクチン組成物。
【請求項６】
　前記感染病原体はウイルス、細菌、真菌または寄生生物である、請求項５に記載のワク
チン組成物。
【請求項７】
　気道への投与のために製剤化されている、請求項５または請求項６に記載のワクチン組
成物。
【請求項８】
　エアロゾル製剤の状態の、請求項５または請求項６に記載のワクチン組成物。
【請求項９】
　ブタ類動物における、Ｍｙｃｏｐｌａｓｍａ　ｈｙｏｐｎｅｕｍｏｎｉａｅによって引
き起こされる疾患を防止するための方法であって、免疫量の、請求項５から請求項８のい
ずれか１項に記載のワクチン組成物を前記ブタ類動物に投与することを含む、方法。
【請求項１０】
　ブタ類動物における、Ｍｙｃｏｐｌａｓｍａ　ｈｙｏｐｎｅｕｍｏｎｉａｅによって引
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き起こされる疾患を防止するための、請求項５から請求項８のいずれか１項に記載のワク
チン。
【請求項１１】
　前記ワクチンは気道に投与される、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ワクチンは、吸入によって、鼻腔内に、またはエアロゾルによって投与される、請
求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　請求項５に記載のワクチンを製造する方法であって、請求項１または請求項２に記載の
Ｍｙｃｏｐｌａｓｍａ　ｈｙｏｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ株を担体、任意に佐剤および／また
は任意に少なくとも１つの付加的な感染病原体と合わせる工程と含む、方法。
【請求項１４】
　ブタ類動物における、Ｍｙｃｏｐｌａｓｍａ　ｈｙｏｐｎｅｕｍｏｎｉａｅによって引
き起こされる疾患を防止するための医薬の製造における、請求項１または請求項２に記載
のＭｙｃｏｐｌａｓｍａ　ｈｙｏｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ株の使用。
【請求項１５】
　Ｍｙｃｏｐｌａｓｍａ　ｈｙｏｐｎｅｕｍｏｎｉａｅによって引き起こされる前記疾患
は流行性肺炎またはブタマイコプラズマ性肺炎である、請求項５に記載のワクチン。
【請求項１６】
　Ｍｙｃｏｐｌａｓｍａ　ｈｙｏｐｎｅｕｍｏｎｉａｅによって引き起こされる前記疾患
は流行性肺炎またはブタマイコプラズマ性肺炎である、請求項９に記載の方法。
【請求項１７】
　Ｍｙｃｏｐｌａｓｍａ　ｈｙｏｐｎｅｕｍｏｎｉａｅによって引き起こされる前記疾患
は流行性肺炎またはブタマイコプラズマ性肺炎である、請求項１０に記載の使用。
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